
総務局行政管理部総務課

1  館の運営について （１）公文書館法

熊本市公文書館（仮称）運営についての検討

１

資料2

本市では「公文書館法」を設置根拠として、熊本市公文書館（仮称）を整備予定である。館設置条例の策定に向けて、全国の公文書館の事例を参照する。

公文書館法 【一部抜粋】 平成13年4月1日 施行
（目的） 第１条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、

公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。
（定義） 第２条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録

（現用のものを除く。）をいう。
（責務） 第３条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、

適切な措置を講ずる責務を有する。
（公文書館） 第４条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として

重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するとともに、
これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。

２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員
その他必要な職員を置くものとする。

第５条 公文書館は、国立公文書館法（平成１１年法律第７９号）の定めるもののほか、
国又は地方公共団体が設置する。

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の
条例で定めなければならない。

―（資金の融通等）第６条、（技術上の指導等）第７条、 附則抄（施行期日）は、ここでは省略ー
附則抄 （専門職員についての特例）

２ 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第４条第２項の専門職員を置かないことが
できる。
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２ 熊本市公文書館（仮称）条例制定までの想定スケジュール

制定事項検討 骨子策定
議案
提出

条例（案）作成 パブコメ
公布
施行● ● ● ● ●

庁内調整・意見照会 規則・要綱制定● ●

令和７年度（2025年度）中に公文書館条例等に制定すべき事項を精査。令和８年度（2026年度）以降に条文案を作成する予定。
公文書館条例を議会に上程する時期に合わせ、規則及び要綱を作成する。

熊本市公文書等管理委員会にて審議予定（全７回程度）

開
館
予
定

[主な内容]

他館事例
館条例・同施行規則
・他都市の公文書館
・本市類縁施設など

閲覧・展示室利用方法等
資料の特別利用許可
会議室の使用許可

 使用の不許可
 使用許可の取消等
 施設等の変更の禁止
目的外使用禁止

※国の法令（公文書館法）や他館条例・施行規則等を参照するほか、本市で既に施行済みの条例・規則・要綱・計画等（「熊本市公文書
管理条例」、「熊本市公文書館整備基本計画」、「熊本市歴史文書資料室運営要綱」等）との関係も整理しながら、審議を行う予定。

設置、目的、趣旨
位置
用途・活用
職員
開館時間
休館日
入館の制限

保安の責任
職員の指示等
使用料・手数料
使用料の減免・還付
行為の禁止・遵守事項
原状回復の義務
損害賠償（資料汚損）

大学等との連携
運営協議会
公文書等の引渡し
寄贈・寄託
書類の様式等
委任
その他
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https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00356602/5_56602_406541_up_QOSIEKZ4.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_15840_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%B3%87%E6%96%99%E5%AE%A4%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf


熊本市特定歴史公文書等の保存、利
用等に関する規則に規定する書類の

様式等を定 める要綱

熊本市 要綱集

総務局行政管理部総務課熊本市公文書館（仮称）運営についての検討

３ 他自治体での条例設置状況 ー公文書館条例・同施行規則等の参考事例（出典：URL）

熊本市 例規集

●熊本市公文書管理条例

〇熊本市公文書管理規則

○熊本市特定歴史公文書等の
保存、利用等に関する規則

○熊本市公文書等管理委員会規則

■熊本市公文書館条例（仮称）

他都市 例規集

■相模原市立公文書館条例

□相模原市立公文書館条例施行規則

公文書管理

■川崎市公文書館条例

□川崎市公文書館条例施行規則

■神奈川県立公文書館条例

□神奈川県立公文書館条例施行規則

公文書館設置（今後策定予定）

○熊本市歴史文書資料室会計年度任用職員設置要綱

◇熊本市歴史文書資料室運営要綱

・（様式１）
資料利用申込書
・（様式２）
資料掲載等
許可申請書
・（様式３）
資料掲載等
許可書

歴史文書資料室

◇熊本市公文書館運営要綱（仮称）
◇熊本市公文書館会計年度任用
職員設置要綱（仮称）

政令市 政令市 中間書庫併設 中間書庫併設×

→[スライド５]

→[スライド６]

３

・（休室日）
日曜日・土曜日・
国民の祝日
１２月２９日～１月３日
・(開室時間）
午前９時～午後５時

■熊本市公文書館条例
施行規則（仮称）

○熊本市公文書等管理委員会傍聴要領

○熊本市公文書管理要綱

○熊本市特定歴史公文書等の保存、
利用等に関する規則に規定する
書類の様式等を定める要綱
○歴史公文書等選別基準
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https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krq402.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359901010004/H359901010004.html
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359901010004/H359901010004.html
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359902100063/H359902100063.html
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359902100063/H359902100063.html
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8025C23A&houcd=H405901010024&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5071128
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8025C23A&houcd=H405901010024&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5071128
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8025C23A&houcd=H405902100086&no=2&totalCount=3&jbnJiten=5071128
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8025C23A&houcd=H405902100086&no=2&totalCount=3&jbnJiten=5071128
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_18587_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%B3%87%E6%96%99%E5%AE%A4%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BB%BB%E7%94%A8%E8%81%B7%E5%93%A1%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A6%81%E7%B6%B1%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%8C%EF%BC%89.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_18587_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%B3%87%E6%96%99%E5%AE%A4%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BB%BB%E7%94%A8%E8%81%B7%E5%93%A1%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A6%81%E7%B6%B1%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%8C%EF%BC%89.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_15840_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%B3%87%E6%96%99%E5%AE%A4%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_19511_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E5%82%8D%E8%81%B4%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_19511_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E5%82%8D%E8%81%B4%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_17476_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_17476_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_13653_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%80%81%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AB%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%BC%8F%E7%AD%89%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_13653_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%80%81%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AB%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%BC%8F%E7%AD%89%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_13653_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%80%81%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AB%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%BC%8F%E7%AD%89%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_12447_1_%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E9%81%B8%E5%88%A5%E5%9F%BA%E6%BA%96.pdf
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_12447_1_%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E9%81%B8%E5%88%A5%E5%9F%BA%E6%BA%96.pdf


内容
国立公文書館 相模原市 川崎市 神奈川県 歴史文書資料室

法 利用細則 条例 施行規則 条例 施行規則 条例 施行規則 運営要綱

総則 趣旨・目的 ○ ○ ○ ○ ○

設置 ○ ○ ○ ○

位置（場所） ○ ○ ○ ○

運営 事業 ○ ○ ○ ○ ○

特歴・資料
の利用

○ ○ ○ ○
○

（制限事項）
○（費用含
・２次利用）

移管 ○ ○（全量）

評価選別 ○ ○

寄贈・寄託 注 ○ ○

連携 注
○

（実施機関）
○

（館外貸出）

人事 ○

施設 開館・休館日 ○ ○ ○ ○ ○

利用可能時間 ○ ○
○

（受付時間）
○ ○ ○

施設利用 ○ ○ ○
○

（使用料含）
○

制限等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

賠償 ○ ○ ○

総務局行政管理部総務課

３ 他自治体での条例設置状況 ー公文書館法、条例及び施行規則等内容の比較（一部抜粋）ー

熊本市公文書館（仮称）運営についての検討 資料2

４
注 「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン」で規定している。
※ 相模原市では、公文書管理条例で特歴の利用や移管等について規定している。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079?occasion_date=20250401
https://www.archives.go.jp/information/pdf/riyousaisoku.pdf
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/971/r02.pdf
https://krg211.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359901010004/H359901010004.html
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H359902100063/H359902100063_j.html
https://archives.pref.kanagawa.jp/2024/10/11/h30kenshouiinkaihoukokusiryou1.pdf
https://archives.pref.kanagawa.jp/about/ordinance/kisoku.html
http://kumamotocity.hinokuni-net.jp/content/DOC/Tenpu/1_15840_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%87%E6%9B%B8%E8%B3%87%E6%96%99%E5%AE%A4%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hozonriyou-gl.pdf


相模原市立公文書館条例
平成26年10月1日施行

川崎市公文書館条例
昭和59年10月1日施行

神奈川県立公文書館条例
平成５年11 月１日施行

公文書
館条例

第１条（趣旨）：館の設置及び管理について必要な事項を定
めるものとする。
第２条（設置）：相模原市緑区久保沢１丁目３番１号に設置。
第３条（休館日）：（１）日曜日及び土曜日、（２）国民の祝日、
（３）12月29日～１月３日、（４）市長が定める日
第４条（利用できる時間）：午前８時４５分～午後５時
第５条（入館の制限）：（１）秩序を乱し、又は公益を害する、
（２）重要な公文書等を損傷し、又は滅失させるおそれ、
（３）公文書館の管理上支障がある
第６条～第８条：販売行為の禁止、損害賠償、委任など

第1条（目的・設置）：歴史的文化的価値のある
公文書等の保存と情報公開推進。 
第2条（名称・位置）：川崎市中原区宮内に設置。 
第3条（事業内容）： 公文書の開示・情報提供
市民研修活動の場の提供、公文書の収集・整
理・保存
歴史的公文書の利用・調査・普及、市史編さん
第4条～第10条：実施機関との連携、利用制
限、損害賠償、委任など。

第１条 （趣旨）：館の設置、管理等に関し必要な事項を
定めるものとする。
第２条（設置）： 横浜市旭区中尾一丁目６番１号に設置。
第３条 （公文書等の引渡し）：県の機関及び
県が設立した地方独立行政法人は、その保存する公
文書等が現用でなくなったときは、速やかに当該公文
書等を公文書館に引き渡さなければならない。
第4条～第12条：公文書等の選別、保存及び廃棄、閲
覧の制限、施設及び設備の利用、使用料の減免・不還
付、入館の制限、利用承認の取消し、委任など。

同施行
規則

第２条（利用請求等の受付時間）：歴史資料として重要な公
文書等の利用に係る請求等の受付時間は、開館日の午前
８時45分～午後４時３０分
第３条（閲覧・展示室の利用方法等）：歴史公文書等を閲覧
する場合は、閲覧・展示室において閲覧するものとする。同
時に説欄できる歴史的公文書等は、利用に係る請求等５件
まで。午後4時45分までに返却しなければならない。
第５条（遵守事項）：公文書館外への持ち出し、火気の使用、
写真又は動画の撮影、喫煙及び飲食、動物・補助犬 等

第２条（開館時間及び休館日）： （１） 開館時間
午前８時30分から午後５時まで、(２) 休館日
月曜日、国民の祝日、12月29日～１月３日
第３条（歴史的公文書等の利用承認）：歴史的
公文書等利用承認申請書（第１号様式）
第４条（歴史的公文書等の利用制限等）：歴史
的公文書等利用制限通知書（第２号様式）
第５条（写しの交付等）：複写申込書（第３号様
式）。第６条（貸出しの禁止）：公文書及び資料
類の貸出は行わない。第７条（寄贈及び寄託）：
寄贈及び寄託を受けることができる

第１条（事務の委任及び専決）：公文書等引渡し、資料
閲覧制限、会議室利用承認、使用料減免、使用料還付、
入館拒否、退館を命ずる、会議室利用承認を取消等）
第２条（休館日）：(１) 月曜日(２) 国民の祝日 (３)
１月２日～４日、12月28日～31日、閲覧室は４月１日
～15日まで休館日
第３条（開館時間）：午前９時～午後５時（会議室は午
後９時まで）
第11条（利用者が守るべき事項）：ポスター、看板、旗、
懸垂幕、動物、火気、飲食、喫煙、物品販売、騒音等
第23条（古文書等の寄贈及び寄託） 等

その他
規則・
要綱等

「相模原市行政資料等の保存、利用等に関する規則」
行政資料（冊子・印刷物）及び広報的資料（チラシ・リーフ
レット・ポスター・パンフレット・ノベルティーグッズ等）を市
民等の利用に供するため、保存、利用等について定める

「川崎市公文書館文書、資料類の寄贈及び寄
託に関する要綱」
「川崎市公文書館歴史的公文書等利用要綱」、
「川崎市公文書館歴史的公文書等の収集及び
保存に関する要綱」 

「神奈川県立公文書館資料の閲覧制限の審査基準」
「神奈川県立公文書館紀要の編集及び発行に関する
要綱」

総務局行政管理部総務課

３ 他自治体での条例設置状況 ー他都市の公文書館条例と同施行規則等【一部抜粋】ー
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総務局行政管理部総務課熊本市公文書館（仮称）運営についての検討

６

３ 他自治体での条例設置状況 ー熊本市歴史文書資料室の現状ー

熊本市歴史文書資料室運営要綱 平成１６年１０月 １日制定

運営
要綱

第１条 （趣旨）：この要綱は、歴史文書資料室（以下「資料室」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるもの とする。 
第２条（定義）：この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 資料 次に掲げるものをいう。 ア 新熊本市史編纂事業に係る資料 イ アに掲げるもののほか、歴史資料として重要な市の文書、地域の
歴史文書その他の記録 (2) 原資料所蔵者 資料室が保存する複写した資料の原本を所蔵している者 
第３条（業務）：資料室においては、次に掲げる業務を行う。 (1) 熊本市域の歴史に関するレファレンス・サービス (2) 資料の整理、保存及び
研究 (3) 資料の利用の許可 (4) 原資料所蔵者に対する資料の公開又は複写の承諾の請求 (5) 新熊本市史の管理 
第４条（休室日及び開室時間）  資料室の休室日及び開室時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとす る。
ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
 (1) 休室日 次に掲げるとおりとする。 ア 日曜日及び土曜日 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 ウ １２
月２９日から翌年の１月３日までの日 (2) 開室時間 午前９時から午後５時まで
第５条（資料の閲覧、複写等） ：資料室の資料を閲覧、複写等をしようとする者は、資料利用申込書（様式第１号）を市長に提出しなけ ればな
らない。 ２ 資料の閲覧及び複写資料の利用は、原資料所蔵者が指示する条件に従うものとする。
第６条（費用の負担）：前条第1 項に規定する申請に基づき資料の複写をしようとする者は、当該複写に要する実費に相当する額を負担しな
ければならない。 ２ 前項の複写に要する実費に相当する額は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 乾式複写機による白黒複写 １枚につ
き１０円 (2) 乾式複写機によるカラー複写 １枚につき３０円 (3) マイクロフィルムの複写 １枚につき３０円 
第７条（掲載等の許可）：資料の全部又は一部を出版物等に掲載等しようとする者は、資料掲載等許可申請書（様式第２号）に原資料所蔵者の
承諾書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。 ２ 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、資料掲
載等許可書（様式第３号）を交付する。 この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 
第８条（資料の貸出し） ：資料の貸出しは行わない。
第９条 （利用の原則）：資料室を利用する者は、この要綱及び関係職員の指示に従うとともに、資料を破損し、又は紛失しないよう留意しなけ
ればならない。 
第１０条（秩序の維持）：総務課長は、資料室内の秩序を乱すおそれのある者に対し入室を禁じ、又は退室させることができる。 
第１１条（補則）：この要綱に定めるもののほか、資料室の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。 

資料2
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